
　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の対象となる建築物及びその区分は次のとおり。

1 背　景 

・　地震による死者のほとんどは建物倒壊による。 

・　その多くが昭和 56 年建築基準法改正以前の建物であった。 

・　地震から生命財産を守るためには建物の耐震化が重要。 

・ このような背景のもと、平成 18 年１月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に

基づき、平成 20年 3月「旭市耐震改修促進計画」を策定し、平成 28年 3月に一部改定 

・ 平成 31 年 1 月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」が改正され、「旭市耐震改修促進

計画」を R3 に改定

旭市耐震改修促進計画の概要  

（令和８年３月）

2 位置づけ 

3 計画期間 

令和８年度～令和１２年度の５年間

第１章　耐震改修促進計画の趣旨

第２章　想定される地震の被害概況

「防災アセスメント調査業務報告書」(平成 25 年 3 月)によれば旭市直下でマグニチュード７の地震が発

生すると旭市内の建物全壊約 4000 棟(全壊率約 10.6％)、死者約 200 人(全市の約 0.3％)と予測されてい

ます。
第３章　計画の基本事項

建築物種類・区分 条件

住
宅

戸建住宅 併用住宅含む

共同住宅 賃貸、分譲及び長屋住宅含む

特
定
建
築
物

(1)多数の者が利用する建築物 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホー

ムその他多数の者が利用する建築物等で一定規模以上

(2)危険物の貯蔵等の用途に供す

る建築物

火薬類、石油類その他危険物等であって、一定規模以上の貯蔵場又は処理場

(3)地震発生時に通行を確保すべ

き道路の沿道建築物

緊急輸送道路等を閉塞するおそれがある建築物 
└→千葉県及び「旭市地域防災計画」で指定されている道路

市有建築物 市が所有・管理する建築物（国・県の建築物は対象外）

 

第４章　住宅・建築物の耐震化の現状及び目標（現状は令和 5年度時点）

1 住宅の耐震化の現状 
市内の全住宅戸数 22,771 戸のうち耐震性を満たす住宅数 18,491 戸(81％) 

2 特定建築物の耐震化の現状 
多数の者が利用する民間の建築物 65 棟の耐震化率 85% 

　危険物等の貯蔵・加工する用途の建築物 102 棟の耐震化率 73％ 
　地震発生時に通行を確保すべき道路の沿道建築物 79 棟の耐震化率 44％

3 市有建築物の耐震化の現状 
市有建築物(2 階以上または延床面積 200 ㎡以上)216 棟の耐震化率 97％ 

　市有の特定建築物 62 棟の耐震化率 100％

令和１２年度 

における 

目標耐震化率 

 

95％

第５章　建築物の耐震化を促進するための施策

旭市は耐震化等に関する知識を普及し、補助制度や所有者の意識啓発等により耐震化が効果的に進むよう

取り組んで行きます。千葉県

建築物の耐震改修の促進に関す

る法律施行令の改正

建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための基本的な方

針（国土交通省告示）
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建築物の地震に対する安全性の向上 
に関する啓発及び知識の普及

周知啓発
・各種の防災マップやパンフレット等による

啓発 
・イベント、セミナーによる周知・啓発 
・耐震相談会の開催　　等

・相談窓口での情報提供 
・相談窓口のサービス向上 
・耐震診断・耐震改修技術講習会の周知・啓発 
・自治会等との連携

 
耐震化を促進するための環境整備に関す

る取り組み

環境整備 

耐震化促進　第１ステップ

耐震診断･耐震改修の促進を図るための

支援策

実施支援

地震におけるその他の安全対策

・住宅に対する支援策 

・建築物に対する支援策

・エレベーター及びエスカレーターの安全対策 
・各種落下物対策 
・天井等の脱落対策 
・ブロック塀対策 
・家具の転倒防止対策 
・地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の
軽減対策

耐震化促進　第２ステップ

関連する安全対策

耐震化の現状・目標 
耐震化の基本的な取り組み方針

耐 震 化 を 促 進 す る た め の 施 策

おおむね解消済み


